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茂原市農業委員会第１３回総会議事録 

 

１ 開催日時  平成２６年１２月２２日（月） 午後１時３０分から 

 

２ 開催場所  茂原市役所１０２議室 

 

３ 出席委員  ２６名 

     １番 栗 原 石 乃         ２番 秋 葉 仁 喜 

     ３番 八 角 徳 政         ４番 金 坂 信 義 

     ５番 鬼 島 一 郎         ６番 熊 切 秀 雄 

７番 古 山 光 雄         ８番 浦 島 京 子 

     ９番 板 倉  昭        １０番 石 井 暉 伸 

    １１番 矢 部 義 明 

    １３番 市 原 暉 久        １４番 鈴 木 幸 雄 

    １５番 鵜 澤 正 文        １６番 三 枝 源 一（第二小委員長） 

１７番 花 澤 道 夫        １８番 蕨  武 之 

    １９番 麻 生 重 和        ２０番 大 塚  優（第一小委員長） 

 ２１番 古 山 善 作        ２２番 丸 島 正 昭 

２３番 深 山 和 夫        ２４番 佐 藤 栄 作 

２５番 鵜 澤 和 行        ２６番 加藤古志郎（会 長） 

２７番 林  和 夫（職務代理者） 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 事務局職員  ５名 

事務局長 葛 岡 直 樹   補  佐 朽 木 英 義 

係  長 三 階 英 幸   係  長 鶴 岡 嘉 孝 

  副 主 査 芝 崎 一 郎 

 

６ 会議に付した議案 

   農地法第３条の規定による許可申請について               １４件 

   農地法第４条の規定による許可申請について                １件 

農地法第５条の規定による許可申請について               １５件 

農地法第５条の規定による許可後の計画変更について            １件 

   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の承認について 

   （利用権設定） 
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７ 報告 

   農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

   その他 

 

８ 総会要旨 

局長 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今から農業委員会総会を開催いたします。本日はご多忙の中、第１３回総会に

ご参集いただきましてありがとうございます。本日の議事案件は、３条申請１４件、

４条申請１件、５条申請１５件、５条計画変更が１件、農地の利用集積の合計３２件

でございます。現地調査につきましては、１７日に第一小委員会で行っております。

これから議事に入らせていただきます。会議規則によりまして、会長が議事の進行を

するということになっておりますので、加藤会長よろしくお願いします。 

 

 それでは、ただいまから総会を始めたいと思います。議事に入る前に本日の議事録

署名人ついて私の方で指名させていただいてよろしいでしょうか。（異議なしの声）本

日の議事録署名人は１１番矢部委員と１５番鵜澤委員にお願いしたいと思います。議

案の説明及び書記は事務局にお願いします。３条の申請から入るわけでございますが、

案件として高田の太陽光関係がまとまっておりますので、それらについては、３条の

申請の中で、まず一般の３条申請を審議して、それからまとめて審議をするというこ

とで進めたいと思います。それでは３条の一般案件について事務局の説明をお願いし

ます。 

 

 農地法第３条の規定による許可申請についてご説明いたします。始めに１号議案で

ございます。申請地は、弓渡字新堀地先ほか２筆、田んぼ２５０３㎡、畑１２６２㎡

に使用貸借権を設定しようとする申請でございます。申請人は、借人が弓渡の★★さ

ん、貸人は母親である★★さんでございます。申請理由としましては、農業者年金の

受給継続のため使用貸借権を設定するものでございます。 

次に３条許可基準でございますが、全部効率利用要件につきましては、機械の保有、

労働力、技術については問題ないものと思われます。農作業常時従事要件につきまし

ては、従事日数は世帯で１７０日と従事しており、必要な農作業に従事していること

から常時従事していることと認められます。下限面積要件につきましては、５０アー

ルを超えております。地域との調和要件につきましては、当該地域で調和した農作業

をしているものと思われます。添付すべき必要書類も併せて確認をいたしております。 

 

つづきまして２号議案でございます。申請地は弓渡字新堀地先、田んぼ３０００㎡

を売買しようとする申請でございます。買受人は大網白里市の★★さん、売渡人は弓

渡の★★さんでございます。申請理由としましては、買受人につきましては、農業経

営規模拡大のため買い受けたいとのとのことでございます。売渡人につきましては、

高齢で耕作できないため売渡したいとのことでございます。 

次に３条許可基準でございますが、全部効率利用要件につきましては、機械の保有、

労働力、技術については問題ないものと思われます。農作業常時従事要件につきまし

ては、従事日数は２８０日と従事しており、必要な農作業に従事していることから常

時従事していることと認められます。下限面積要件につきましては、５０アールを超

えております。地域との調和要件につきましては、当該地域で調和した農作業をして

いるものと思われます。なお、添付すべき必要書類も併せて確認をいたしております。 

 

つづきまして３号議案でございます。申請地は南吉田字蒲谷地先、田んぼ２２５７

㎡を売買しようとする申請でございます。買受人は法目の★★さん、売渡人は萱場の

★★さんでございます。申請理由としましては、買受人につきましては、農業経営規
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模拡大のため買い受けたいとのとのことでございます。売渡人につきましては、高齢

で規模縮小ため売渡したいとのことでございます。 

次に３条許可基準でございますが、全部効率利用要件につきましては、機械の保有、

労働力、技術については問題ないものと思われます。農作業常時従事要件につきまし

ては、従事日数は世帯で８１０日と従事しており、必要な農作業に従事していること

から常時従事していることと認められます。下限面積要件につきましては、５０アー

ルを超えております。地域との調和要件につきましては、当該地域で調和した農作業

をしているものと思われます。なお、添付すべき必要書類も併せて確認をいたしてお

ります。 

 

つづきまして４号議案でございます。申請地は大沢字美ノ戸地先、田んぼ２０６７

㎡を贈与しようとする申請でございます。譲受人は大沢の★★さん、譲渡人は夫であ

る★★さんでございます。申請理由としましては、農業経営形態の変更とのことでご

ざいます。 

次に３条許可基準でございますが、全部効率利用要件につきましては、機械の保有、

労働力、技術については問題ないものと思われます。農作業常時従事要件につきまし

ては、従事日数は３００日と従事しており、必要な農作業に従事していることから常

時従事していることと認められます。下限面積要件につきましては、５０アールを超

えております。地域との調和要件につきましては、当該地域で調和した農作業をして

いるものと思われます。添付すべき必要書類も併せて確認をいたしております。 

 

 つづきまして１２号議案でございます。申請地は、早野字梅田地先ほか２筆、田ん

ぼ３４９３㎡に使用貸借権を設定しようとする申請でございます。申請人は、借人が

早野の★★さん、貸人は父親である★★さんでございます。申請理由としましては、

農業者年金の受給継続のため使用貸借権を設定するものでございます。 

次に３条許可基準でございますが、全部効率利用要件につきましては、機械の保有、

労働力、技術については問題ないものと思われます。農作業常時従事要件につきまし

ては、従事日数は１５０日と従事しており、必要な農作業に従事していることから常

時従事していることと認められます。下限面積要件につきましては、５０アールを超

えております。地域との調和要件につきましては、当該地域で調和した農作業をして

いるものと思われます。添付すべき必要書類も併せて確認をいたしております。 

 

 つづきまして１３号議案でございます。申請地は、八幡原字央地先ほか１筆、田ん

ぼ１５５９㎡に使用貸借権を設定しようとする申請でございます。申請人は、借人が

北塚の★★さん、貸人は父親である★★さんでございます。申請理由としましては、

農業者年金の受給継続のため使用貸借権を設定するものでございます。 

次に３条許可基準でございますが、全部効率利用要件につきましては、機械の保有、

労働力、技術については問題ないものと思われます。農作業常時従事要件につきまし

ては、従事日数は１５０日と従事しており、必要な農作業に従事していることから常

時従事していることと認められます。下限面積要件につきましては、５０アールを超

えております。地域との調和要件につきましては、当該地域で調和した農作業をして

いるものと思われます。添付すべき必要書類も併せて確認をいたしております。 

 

 つづきまして１４号議案でございます。申請地は、八幡原字ツバミ地先ほか１筆、

田んぼ２０４２㎡に使用貸借権を設定しようとする申請でございます。申請人は、借

人が中善寺の★★さん、貸人は母親である★★さんでございます。申請理由としまし

ては、農業者年金の受給継続のため使用貸借権を設定するものでございます。 

次に３条許可基準でございますが、全部効率利用要件につきましては、機械の保有、

労働力、技術については問題ないものと思われます。農作業常時従事要件につきまし

ては、従事日数は１５０日と従事しており、必要な農作業に従事していることから常
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会長 
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事務局 
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会長 
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会長 
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★★委員 

 

 

会長 

 

 

★★委員 

 

時従事していることと認められます。下限面積要件につきましては、５０アールを超

えております。地域との調和要件につきましては、当該地域で調和した農作業をして

いるものと思われます。添付すべき必要書類も併せて確認をいたしております。 

 

 説明が終わりました。小委員会の審議内容の報告をお願いします。 

 

（審議内容を報告） 

 １号議案許可、２号議案許可、３号議案許可、４号議案許可、１２号議案許可、 

１３号議案許可、１４号議案許可。 

 

 小委員会の報告が終わりました。順次審議いたします。１号議案です。★★委員ど

うですか。 

 

 ３カ月前から毎月申請が出ておりまして、農業者年金の受給継続ということでござ

いますので、許可でお願いしたいと思います。 

 

 １号議案につきましては、小委員会の報告どおり許可ということでよろしゅうござ

いますか。（異議なしの声）それでは、１号議案は許可ということに決定させていただ

きます。次に２号議案です。これは現調しおります。★★委員どうですか。 

 

 耕作している田んぼであり、規模拡大のためでございますので、許可でお願いしま

す。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 お母さんが高齢のため、耕作できないとのことでございます。許可でお願いします。 

 

 ほかにご意見はございますか。（異議なしの声）それでは２号議案は許可ということ

に決定させていただきます。次に３号議案です。これも現調しております。★★委員

どうですか。 

 

 耕作されておりまして、買手の規模拡大ということでございますので、許可でお願

いします。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 現在も買受人が耕作しているようですので、許可でお願いします。 

 

 ３号議案につきましては、小委員会の報告どおり許可ということでよろしゅうござ

いますか。（異議なしの声）それでは、１号議案は許可ということに決定させていただ

きます。次に４号議案です。★★委員どうですか。 

 

 夫婦間の贈与でございまして、規模を縮小してこれからの計画があるとのことでご

ざいます。許可でお願いします。 

 

 ほかにご意見はございますか。（異議なしの声）それでは４号議案は許可ということ

に決定させていただきます。次に１２号議案です。★★委員どうですか。 

 

 農業者年金受給継続のため、親子間の貸し借りでございます。維持管理も適切にさ

れておりますので、許可でよろしくお願いします。 
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１２号議案につきましては、小委員会の報告どおり許可ということでよろしゅうご

ざいますか。（異議なしの声）それでは、１号議案は許可ということに決定させていた

だきます。次に１３号議案です。★★委員どうですか。 

 

 先ほどと同じような農業者年金がらみのことであります。娘への貸し借りになりま

すので、許可でよろしくお願いします。 

 

１３号議案につきましては、許可ということでよろしゅうございますか。（異議なし

の声）それでは、１３号議案は許可ということに決定させていただきます。次に１４

号議案です。★★委員どうですか。 

 

 前２件と同じような農業者年金受給継続のためでございます。同居しております息

子への貸し借りでございますので、許可でお願いします。 

 

 これも小委員会の報告どおり許可ということでよろしゅうございますか。（異議なし

の声）それでは、１４号議案は許可ということに決定させていただきます。次に高田

の太陽光関係の３条でございます。これは５条の１６号議案から１８号議案と一体計

画でございまして、どちらも片方だけというものではありません。そのため、３条、

５条同時に審議をいたします。事務局の説明をお願いします。 

 

 つづきまして高田営農型太陽発電関係の議案につきましてご説明いたします。まず

３条関係で５号議案から１１号議案でございます。分かりやすさを考慮して、７号議

案から説明をいたします。こちらの添付資料の航空写真もご覧になりながらお聞きく

ださい。申請地は高田字屋芝地先ほか１筆、田んぼ４４６㎡、畑７７５㎡の合計１２

２１㎡の空中部分に営農型太陽光発電システムのための賃借権を設定しようとする申

請でございます。賃借人は高田の★★さん、賃貸人は高田の★★さんでございます。

申請理由としましては、申請地の空中部分を太陽光発電システムとして利用するため

でございます。本件は、営農型太陽光システムとして本年９月に賃借人が営農して太

陽光システムを設置する一時転用許可を受けましたが、本年１２月に耕作のための３

条許可は、合意解約されました。これにより、パネル設置者と営農者が異なったため、

空中部分の３条申請が必要となり申請するものです。 

次に３条許可基準でございますが、営農型太陽光システムの下部の農地に係る３条許

可の判断については、３条２項ただし書きに該当するため、同項各号の全部効率利用

要件、農作業常時従事要件、下限面積要件などの各要件を満たす必要はありません。

処理基準においては、権利が設定される農地及びその周辺の農地に係る営農条件に支

障を生ずるおそれがなく、かつ、当該農地における賃借人等の権利者の同意を得てい

ることとなっておりまして、これらの要件は満たしていると考えることができます。 

 

つづきまして５号、６号議案でございます。申請地は、高田字乙沼地先、畑７１０

㎡に５号議案にあっては賃借権、６号議案にあっては賃借権（空中部分）を設定しよ

うとする申請でございます。申請人は、賃借人が５号議案にあっては高田の★★さん、

６号議案にあっては、船橋市の★★さん、賃貸人は両議案とも高田の★★さんでござ

います。申請理由としましては、５号議案賃借人につきましては、農業経営規模拡大

のため、６号議案賃借人につきましては、申請地の空中部分を太陽光発電システムと

して利用するためでございます。 

次に３条許可基準でございます。最初に５号議案賃借人でございますが、全部効率

利用要件につきましては、機械の保有、労働力、技術については問題ないものと思わ

れます。農作業常時従事要件につきましては、従事日数は１５０日と従事しており、

必要な農作業に従事していることから常時従事していることと認められます。下限面
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会長 

 

 

積要件につきましては、５０アールを超えております。地域との調和要件につきまし

ては、当該地域で調和した農作業をしているものと思われます。添付すべき必要書類

も併せて確認をいたしております。申請地の営農計画でございますが、営農型発電設

備の下部の農地には、ふきとミョウガを、その他の農地にはかぼちゃを作付けする計

画でございます。 

 次に６号議案賃借人でございます。７号議案で説明したとおり、営農型太陽光シス

テムの下部の農地に係る３条許可の判断については、３条２項ただし書きに該当する

ため、同項各号の全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件などの各要

件を満たす必要はありません。処理基準においては、権利が設定される農地及びその

周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがなく、かつ、当該農地における賃

借人等の権利者の同意を得ていることとなっておりまして、これらの要件は満たして

いると考えることができます。 

 

 以下、８号議案、９号議案と１０号議案、１１号議案がセットで続きます。８号議

案、９号議案においては、申請地は、高田字作網地先、田んぼで１６０７㎡、賃貸人

は高田の★★さんであり、１０号議案、１１号議案においては、申請地は、高田字作

網地先、畑１２５３㎡、賃貸人は習志野市の★★さんでありまして、そのほか申請の

内容は５号、６号議案と同じでございます。３条関係の説明は以上でございます。 

 

 

 続きまして１６号議案から１８号議案までが一体計画でございますので、同時にご

説明いたします。申請地は高田字乙沼地先、外２筆、畑１９６３㎡、田んぼ１６０７

㎡の合計３，５７０㎡の内１．６３㎡でございます。尚、申請面積は支柱部分のみで

ありますが議案説明資料図面は土地全体を色塗りしてございます。船橋市の★★さん

が高田の★★さん、★★さん、★★さんからそれぞれ賃貸借により土地を借り受けて

営農型太陽光発電システム用地とする申請でございます。申請理由としましては、申

請地は、十分な日照があり売電による収入が得られる見込みのあることから、耕作放

棄地であった農地にミョウガ・ふき・かぼちゃを栽培し、上部に太陽光発電システム

を計画したいとのことでございます。 

３条の営農計画につきましては、光飽和点が低くても成育するミョウガを３月から

９月にかけて栽培し、収穫後はインターネット、地元農協、「ねぎぼうず」での販売を

予定しております。 

５条の一時転用計画としましては、太陽光パネル４７６枚、支柱３００本でござい

ます。１枚のパネルの大きさは約１６５センチ×９９センチで集合体を３７カ所設置

する計画でございます。隣接は２名から同意を得ております。他法令申請はございま

せん。排水は雤水のみとなっております。両総土地改良区より意見書が提出されてお

ります。また、第１０区高田下桂自治会へ当事業についての説明が１２月３日なされ

了解を得たとのことでございます。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地はおおむね１

０ヘクタール以上の集団的に存在する農地でありますので、第１種農地と判断され、

原則として許可することができない農地でございますが、第１種例外として、農地法

施行令第１０条及び第１８条第１項第２号の仮設工作物の設置その他の一時的な利用

に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供する

ことが必要であると認められるものであることにあてはまり、例外的に許可できる農

地でございます。一般基準につきましては、添付すべき必要書類で確認をいたしてお

ります。 

 

 事務の説明が終わりました。小委員会の報告をお願いします。 
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小委員長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

事務局 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

（審議内容を報告） 

５号議案許可、６号議案許可、７号議案許可、８号議案許可、９号議案許可、１０

号議案許可、１１号議案許可、１６議案許可相当、１７号議案許可相当、１８号議案

許可相当。 

 

 順次審議したいと思います。現地調査におきましては、地元委員も参加して発電事

業者から説明を受けております。この件については一体的な計画になります。★★委

員どうですか。 

 

 賃貸借での太陽光になります。許可相当でお願いしたいと思います。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 今のところ本人も土地を借りて、耕作するとのことでございます。農地法に基づい

て行うと思いますので、許可相当でお願いしたいと思います。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 地元の説明会でも了承されたとのことです。私も１種農地ということですが、地元

の人たちに聞いてみますと、下部の農地の用水がよくなるということですので、許可

相当でお願いします。 

 

 前にやったことをやり直すことになったのは、７号議案になります。★★さんが営

農型に参加するということになったから、それに合わせた手続きで、前の契約を解約

したり、他の人の農地を借りたりする手続きになっております。今回は上と下の借り

手が違うことになります。全体としては、営農型の太陽光システムが申請地で行われ

ることになります。（挙手あり）★★委員どうぞ。 

 

 前の審議では、ここで営農をやる人は★★さんでしたが、今度は他の人もやるとい

うことですか。 

 

 はい。 

 

 ５号議案、６号議案は場所的にだいぶ飛んでおりますが、これも一体計画という見

方をするわけですか。一体というのは線もつながっているというイメージですが。 

 

 太陽光システムとしては、一体になります。 

 

 場所は離れておりますが、計画は一体という解釈をしました。線はつながっており

ません。 

 

 事業計画としては一体となります。 

 

 極端な話、一キロ、二キロ離れても一体計画になりますか。 

 

 なかなか難しいですね。 

 

 線がつながっていれば一体だと考えますが。線は別だということだと。 
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★★委員 

 

事務局 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

事務局長 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 変電所は何カ所になるのか。 

 

 直接、バイパスの受電線につなげるとのことです。 

 

 場内に変電所を設けなければいけないのではないか。何カ所になるのか。いわゆる

キュウクルは計画書にあがってこないのか。 

 

 事業者の説明では、区画ごとにつなげるということだった。 

 

 そんなに、変電所は設けないでしょう。50ｋ超えれば付けなければいけない。 

 

 計画書では、それぞれ引き込みポール１カ所になります。 

 

 変電所と一体計画についての問題提起になります。その考え方はどうか。ぴったり

ついていないと一体計画といわないというのは、また問題となります。集落接続の議

論に段々収斂されてくるのではないでしょうか。今の点でいうと１００ｍ以上離れて

います。 

 

 許可は個別に出ます。一体計画かそうでないかは重要な要素ではありません。 

 

 個別に出ているのは営農型太陽だから、くっついているか、離れているかは関係な

いということか。 

 

 議案が違うように全部案件が違います。ただ、総会では同じ事業者が同じ目的でや

る転用申請ですので、一体計画として審議をしようとするものです。 

 

 一体計画というのは、あまり問題ではないと。いいですか、みなさん。一体計画と

して出した場合、審議の厳密な解釈でいうと、一体計画は一回審議すれば、全部が済

んでします。ところが、区画整理などで申請地がついていても計画が違えば個別に審

議しなければいけない。議事録に載せた場合、きちんと審議していないとみられてし

まいます。今回の場合は、一体計画かそうでないかというのは、あまり問題ではない

ということです。ほかにご意見はございますか。（なしの声）これは前回しっかりと審

議した内容ですので、許可相当でよろしゅうございますか。（異議なしの声）それでは、

５号議案から１１号議案は許可、及び１６号議案から１８号議案は許可相当というこ

とに決定させていただきます。次に農地法第４条の規定による許可申請に入りたいと

思います。説明をお願いします。 

 

 １５号議案でございます。申請地は早野字神代地先、畑４８５㎡でございます。早

野の★★さんが、太陽光発電システム用地とする申請でございます。申請理由といた

しましては、申請地は自宅に近く管理しやすい土地で十分な日照が確保出来るため転

用したいとのことでございます。計画といたしましては太陽光パネル１２０枚でござ

います。１枚のパネルの大きさは約１６５センチ×１００センチで、パネルの集合体

を２カ所設置する計画で、外周にはフェンスを設置いたします。隣接は１名から同意

を得ております。他法令の申請はございません。排水は雤水のみとなっております。

なお、早野神代自治会長への事業説明を１２月１０日に行い了解を得ております。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 
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会長 

 

小委員長 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 説明が終わりました。小委員会の審議内容の報告をお願いします。 

 

（審議内容を報告） 

 １５号議案許可相当。 

 

 現調しております。★★委員どうですか。 

 

 この場所は、主要道路から少し入ったところにあります。周りには人家があります。

３種農地でもありますし、許可相当でよろしいと思います。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 申請地は、畑として適切に管理されておりました。用途地域でございますので、許

可相当でお願いします。 

 

 １５号議案について、ほかにご意見はございますか。（異議なしの声）それでは、許

可相当ということに決定させていただきます。次に農地法第５条の規定による許可申

請に移りますが、先ほど１８号議案まで審議しましたので、１９号議案から２５号議

案までの説明をお願いします。 

 

 それでは１９号議案でございます。申請地は東茂原字星野地先、畑２７８㎡でござ

いまして、千葉市の★★さんが母親の★★さんから使用貸借により土地を借り受けて

専用住宅用地とする申請でございます。申請理由としましては、現在、アパート住ま

いで手狭なため住環境の良い申請地に住宅を建てたいとのことでございます。建物と

しましては、木造・２階建て・専用住宅・建築面積６６．５４㎡が１棟でございます。

排水は東側公共下水道に接続する計画でございます。雤水排水につきましては、東側

道路側溝に接続の計画でございまして東茂原自治会より排水同意書が提出されており

ます。他法令の申請はございません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

つづきまして２０号議案でございます。申請地は大芝字二八丁歩地先、田んぼ１７

８㎡でございまして、腰当の★★さんが大芝の★★さんから土地を買い受けて、建売

分譲１棟用地とする申請でございます。申請理由としましては、申請地周辺は、住宅

環境が整備された良好な土地で入居が見込めるため転用したいとのことでございま

す。計画としましては、木造・平屋建て・建売分譲住宅、建築面積７４．５２㎡を１

棟でございます。排水は南側道路側溝に接続の計画でございます。隣接同意が必要な

農地はございません。他法令の申請は、土木工事施行許可申請を市・土木管理課へ行

っております。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は生産性の低

い農地であり、第２種農地と判断され、許可が可能となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

つづきまして２１号議案でございます。申請地は大芝字西割地先、畑４６６㎡、仮

換地地番大芝土地区画整理組合２３街区地先。２７０㎡でございます。大芝の★★さ

ん他２名が母親である大芝の★★さんから土地の交換により取得し専用住宅用地とす

る申請でございます。申請理由としましては、申請地は住環境の良い区画整理地内で
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あることから住宅を建てたいとのことでございます。建物としましては、軽量鉄骨造・

２階建て・専用住宅・建築面積７０．９２㎡が１棟でございます。排水は北側公共下

水道に接続する計画でございます。隣接同意が必要な農地並びに他法令の申請はござ

いません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

つづきまして２２号議案でございます。申請地は大芝字小張地先、外３筆、田んぼ

４０２．５２㎡、仮換地地番大芝土地区画整理組合４０街区地先他２筆。１７３㎡で

ございます。長南町の★★さんが大芝の★★さんから土地を買い受けて専用住宅用地

とする申請でございます。申請理由としましては、現在、長南町で親と同居しており

ますが、手狭なため住環境の良い申請地に住宅を建てたいとのことでございます。建

物としましては、木造・平屋建て・専用住宅・建築面積７６．１７㎡が１棟でござい

ます。排水は南側公共下水道に接続する計画でございます。隣接同意が必要な農地並

びに他法令の申請はございません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

つづきまして２３号議案でございます。申請地は木崎字川田地先、外１筆、田んぼ

３５６㎡、仮換地地番大芝土地区画整理組合４６街区地先。１７５㎡でございます。

東京都の★★さんが大芝の★★さんから土地を買い受けて専用住宅用地とする申請で

ございます。申請理由としましては、現在、六ツ野に借家がありますが手狭なため住

環境の良い申請地に住宅を建てたいとのことでございます。建物としましては、木造・

２階建て・専用住宅・建築面積５７．９６㎡が１棟でございます。排水は北側公共下

水道に接続する計画でございます。隣接同意が必要な農地並びに他法令の申請はござ

いません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

つづきまして２４号議案でございます。申請地は下永吉字川向地先、畑３８３㎡、

仮換地地番大芝土地区画整理組合４９街区地先。２０３㎡でございます。下永吉の★

★さんが上林の★★さんから土地を買い受けて専用住宅用地とする申請でございま

す。申請理由としましては、区画整理地内の住環境の良い土地に住宅を建てたいとの

ことでございます。建物としましては、木造・２階建て・専用住宅・建築面積６１．

２７㎡が１棟でございます。排水は南側公共下水道に接続する計画でございます。隣

接同意が必要な農地並びに他法令の申請はございません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

つづきまして２５号議案でございます。申請地は木崎時川電池先、外５筆、田んぼ

１１９４平方メートル、仮換地地番大芝土地区画整理組合５２街区６。５７１㎡でご

ざいます。市原市の★★さんが大芝の★★さんから土地を買い受けて駐車場用地とす
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★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

会長 

 

 

 

★★委員 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

る申請でございます。申請理由としましては、現在、隣接地にてガス設備工事業を営

んでおり、従業員駐車場を５００ｍほど離れた所に借りておりますが、申請地を駐車

場とすることで大変便利になることから転用したいとのことでございます。計画とし

ましては、従業員用８台、来客用６台、営業用４台の１８台分でございます。排水は

雤水のみで敷地内浸透の計画でございます。隣接同意が必要な農地並びに他法令の申

請はございません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

 小委員会の審議内容の報告をお願いします。 

 

（審議内容を報告） 

 １９議案許可相当、２０号議案許可相当、２１号議案許可相当、２２議案許可相当、

２３号議案許可相当、２４号議案許可相当、２５号議案許可相当。 

 

 小委員会の報告が終わりました。順次審議します。最初に１９号議案です。★★委

員どうですか。 

 

 親子間の使用貸借であり、３種農地で用途地域でありますので、許可相当でよろし

いかと思います。 

 

 ★★委員どうでしょか。 

 

 用途地域でありますので、許可相当でお願いします。 

 

 １９号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２０号議案です。★★委員

どうですか。 

 

 周りに住宅も立っていますし、生産性の低い農地でございますので、許可相当でよ

かろうと思います。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 周りも住宅ですので、許可相当でお願いします。 

 

 ２０号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２１号議案です。★★委員

どうですか。 

 

 用途地域でもございますので、許可相当でお願いします。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 皆さんに迷惑をかけるようなところではありませんので、許可相当でお願いします。 
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２１号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２２号議案です。★★委員

どうですか。 

 

 土地区画整理地内の土地でございますので、許可相当でよろしくお願いします。 

 

２２号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２３号議案です。★★委員

どうですか。 

 

 区画整理内で、周りは住宅地で用途地域でございますので、許可相当でお願いしま

す。 

 

２３号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２４号議案です。★★委員

どうですか。 

 

 用途地域内で整備されており、許可相当でお願いします。 

 

２４号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２５号議案です。★★委員

どうですか。 

 

 隣の会社が駐車場用地として利用するとのことでございますので、許可相当でお願

いします。 

 

２５号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２６号議案から３０号議案

まで、説明をお願いします。 

 

 ２６号議案でございます。申請地は早野字五反畑地先、田んぼ２０５３㎡の内４８

６㎡でございまして、千葉市の★★さんが父親の★★さん他２名から使用貸借により

土地を借り受けて専用住宅用地とする申請でございます。申請理由としましては、現

在、アパート住まいで家族も増えて手狭なため実家の隣接地に住宅を建てたいとのこ

とでございます。建物としましては、木造・２階建て・専用住宅・建築面積６６．２

４㎡が１棟と、車庫５１．８５㎡でございます。排水は東側道路側溝に接続する計画

でございまして、早野水利組合より排水同意書が提出されており、両総土地改良区よ

り意見書が提出されております。他法令の申請はございません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

 つづきまして２７号議案でございます。申請地は、早野字明光地先、畑１５９㎡で

ございまして高師の★★さんが早野の★★さんから土地を買い受けて宅地分譲用地と

する申請でございます。申請理由としましては、申請地は住環境が整っており、また、

用途地域内であるので転用したいとのことでございます。計画としましては、宅地分

譲１区画１５９㎡の計画でございます。排水は、東側道路側溝に接続する計画でござ

います。隣接同意が必要な農地並びに他法令の申請はございません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内
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会長 

 

小委員長 

 

 

 

会長 

 

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

 つづきまして２８号議案でございます。申請地は長尾字和合前地先、畑６７２㎡の

内４６４㎡でございまして、船橋市の★★さんが義理の父親の松戸市の★★さんから

使用貸借により土地を借り受けて専用住宅用地とする申請でございます。申請理由と

しましては、申請地は職場に近く将来的に親と同居しお互いに協力して生活していけ

るため住宅を建てたいとのことでございます。建物としましては、木造・２階建て・

専用住宅・建築面積１１５．９３㎡が１棟でございます。排水は南側道路側溝に接続

する計画でございまして、長尾水利組合より排水同意書が提出されております。他法

令の申請はございません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は生産性の低

い農地であり、第２種農地と判断され、許可が可能となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、添付すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

 つづきまして２９号議案でございます。申請地は長尾字立ケ腰地先、田んぼ４７３

㎡、仮換地地番ゆたか土地区画整理組合１５街区地先。２７７㎡でございます。鷲巣

の★★さんが長尾の★★さんから土地を買い受けて専用住宅用地とする申請でござい

ます。申請理由としましては、現在アパート住まいであり、新居を建てる計画により

土地を探したところ住環境の良い申請地が該当した為とのことでございます。建物と

しましては、木造・２階建て・専用住宅・建築面積５７．０３㎡が１棟でございます。

汚水排水は南側公共下水道に接続する計画でございます。隣接同意が必要な農地並び

に他法令の申請はございません。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。 

 

 つづきまして３０号議案でございます。申請地は小林字芝地先、外 1 筆、田んぼ９

０４㎡、畑７１９㎡の合計１，６２３㎡でございます。大網白里市の★★さんが小林

の★★さんから土地を買い受けて資材置場用地とする申請でございます。申請理由と

しましては、買受人は土木工事業を営んでおり、現在資材置場として使用している借

地を返却することと事業拡大を図るための資材置場用地を確保しようとするものでご

ざいます。計画としましては、土木資材のコンクリート２次製品・砕石・砂利置場と

リース車両置場でございます。隣接は２人から同意を得ております。他法令の申請は

特定事業許可申請が市・環境保全課に提出されております。 

次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内

でございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一

般基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付

すべき必要書類で確認をいたしております。以上でございます。 

 

 事務局の説明が終わりました。小委員会の審議内容の報告をお願いします。 

 

（審議内容を報告） 

 ２６議案許可相当、２７号議案許可相当、２８号議案許可相当、２９議案許可相当、

３０号議案許可相当。 

 

 小委員会の報告が終わりました。２６号議案です。★★委員どうですか。 
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 用途地域内で、使用貸借ということであります。排水計画もしっかりしており、許

可相当でお願いします。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 田んぼとは思いませんでしたが、きれいに維持管理をされております。用途地域内

でございますので、許可相当でよろしくお願いします。 

 

 ２６号議案についてほかにご意見はございませんか。（異議なしの声）それでは、２

６号議案は許可相当ということに決定させていただきます。次に２７号議案です。★

★委員どうですか。 

 

 周りは住宅地でございまして、用途地域でございますので、許可相当でお願いしま

す。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 用途地域内でございますので、よろしくお願いします。 

 

 ２７号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２８号議案です。★★委員

どうですか。 

 

 貸人は市外に住んでおります。娘の家を建てたいとのことですので、許可相当でお

願いします。 

 

２８号議案は許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの声）それ

では許可相当ということに決定させていただきます。次に２９号議案です。★★委員

どうですか。 

 

 土地区画整理地内で、用途地域でございますので、許可相当でお願いします。 

 

 現調委員からご意見がございました。２９号議案については許可相当ということで

よろしゅうございますか。（異議なしの声）それでは、２９号議案は許可相当というこ

とに決定させていただきます。次に３０号議案です。★★委員どうですか。 

 

 １２８号とバイパスの間にある農地です。用途地域でございますので、許可相当で

お願いします。 

 

 ３０号議案については許可相当ということでよろしゅうございますか。（異議なしの

声）それでは、３０号議案は許可相当ということに決定させていただきます。次に計

画変更の３１号議案です。事務局の説明をお願いします。 

 

 それでは３１号議案でございます。申請地は、東郷字富士見地先、畑３６１㎡でご

ざいます。高師の★★さん他１名がいすみ市の★★さんから土地を買い受けて専用住

宅用地とする申請でございます。なお、当初計画は昭和４９年９月１７日付け専用住

宅用地でございます。申請理由としましては、申請地は交通の便が良く住環境が良い

ので転用したいとのことでございます。建物としましては、木造・２階建て・専用住

宅・建築面積５４㎡が１棟と車庫３０㎡でございます。排水は北側道路側溝に接続す

る計画でございます。隣接同意が必要な農地並びに他法令の申請はございません。 
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次に転用許可基準でございますが、立地基準につきましては、申請地は用途地域内で

ございますので第３種農地と判断され、原則許可となりうる農地でございます。一般

基準につきましては、申請目的実現の確実性、周辺農地の営農条件への支障は添付す

べき必要書類で確認をいたしております。以上でございます。 

 

 事務局の説明が終わりました。小委員会の審議内容の報告をお願いします。 

 

 （審議内容を報告） 

 ３１議案許可相当。 

 

 ★★委員どうですか。 

 

 計画変更ということで、住宅用地になります。３種農地で用途地域ですのでよろし

いかと思います。ただ、排水を道路側溝に流すことですが、この辺はあまり排水がよ

くないと思います。許可相当でお願いします。 

 

 ３１号議案についてほかにご意見はございますか。（異議なしの声）それでは３１号

議案は許可相当に決定させていただきます。ここでしばらく休憩します。 

 

（休憩） 

 

 会議を再開します。次に３２号議案、利用集積でございます。参与の制限により、

私、★★委員、★★委員は退席となります。議事進行を職務代理と交代いたします。 

 

（会長、★★委員、★★委員退席） 

 

 それでは、議案第３２条になります。事務局の説明をお願いします。 

 

 それでは、議案第３２号の利用権設定について説明いたします。まず本日お配りい

たしました利用権設定調書からご説明いたします。これは新規分と更新分に分かれて

おりまして、それぞれ利用権設定期間が短い順に記載しています。 

まず始めに新規分です。ＮＯ.１につきましては、借受者が早野の★★さん、貸付者

は中善寺の★★さんで、利用権設定する土地は中善寺★★他１筆、田、計３０２３㎡

で賃貸借権の設定で、期間は１年でございます。以下同様にＮＯ.２からＮＯ.３まで

が利用権設定期間３年、ＮＯ.４からＮＯ.２８までが利用権設定期間５年、ＮＯ.２９

からＮＯ.４６までが利用権設定期間６年、ＮＯ.４７からＮＯ.６２までが利用権設定

期間１０年となっております。 

 

 つづきまして更新分でございます。更新分とは今回利用権設定期間が終了し、継続

して利用権を設定しようとするものでございます。新規分と同じく利用権設定期間が

短い順に記載しています。ＮＯ.１からＮＯ.２までが利用権設定期間１年、ＮＯ.３か

らＮＯ.１５までが利用権設定期間３年、ＮＯ.１６からＮＯ.２６までが利用権設定期

間５年、ＮＯ.２７からＮＯ.３５までが利用権設定期間６年、ＮＯ.３６が利用権設定

期間１０年となっております。 

利用権設定調書についての説明は以上になりますが、最後のページに利用集積計画

書新規分と再設定分を期間毎に利用権設定面積をまとめた総括表がございますので、

ご覧ください。総合計を申し上げますと、新規分の利用権設定面積は２２１，３８５

㎡、再設定（更新分）の利用権設定面積は１２１，２７７㎡となっております。表下

段の使用貸借につきましては内８，６７７㎡となっております。以上の農用地利用計

画は農業経営、従事日数など農業経営基盤強化促進法第 18条第３項の各要件を満たし
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職務代理 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

会長 

ていると考えます。なお、この案件につきましては、農業委員会で承認後、市農政課

で公告・縦覧し契約が成立いたします。以上でございます。 

 

 事務局から説明がございました。多くの利用権設定があがってきました。これにつ

いて、みなさんからご意見はございますか。（異議なしの声）それでは、本議案は承認

ということに決定いたしました。 

 

（会長、★★委員、★★委員着席） 

 

 以上で議案関係は終わりました。次に報告に入ります。 

 

次の事案を報告 

・農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 ・その他 

 

以上で本日の総会を終了します。たいへん長時間にわたり御苦労さまでした。 
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以上のとおり、茂原市農業委員会第１３回総会の議事の顛末を記録し、その相違ないことを 

 

証するため、次のとおり署名捺印する。 

 

 

平成２６年１２月２２日 

 

 

                   茂原市農業委員会 会  長  加 藤 古志郎   印 

 

 

              議事録署名人   農業委員  矢 部 義 明   印 

 

 

                議事録署名人   農業委員  鵜 澤 正 文   印 


